
 

 

 

 

 

 

淀川広域避難タイムライン 

（大規模水害・土砂災害） 

 

【多機関連携型・庁内連携型】 

 

 

 

令和 6 年 2 月策定 

  

資料１－（２）－２ 



 

 

～目 次～ 

 

第１章 水害・土砂災害タイムラインについて ....................... 1 

１．水害・土砂災害タイムラインの目的と方針 ................................. 1 

２．風水害時の配備区分と配備体制 ........................................... 2 

第２章 想定する気象条件及び災害シナリオ ......................... 4 

１．淀川広域避難（大規模水害・土砂災害対応）時における判断 ................. 4 

２．淀川広域避難（大規模水害・土砂災害）における時間軸及び時間区分 ......... 5 

参考１）被害想定（避難者数・使用可能な避難場所・避難時間の想定） .................. 7 

参考２）気象・水文状況 ........................................................... 12 

第３章 淀川広域避難タイムライン（大規模水害・土砂災害） ........ 14 

１．多機関連携型タイムライン .............................................. 14 

２．庁内連携型タイムライン ................................................ 22 

第４章 淀川広域避難タイムラインの検証と今後の取組 .............. 30 

１．タイムラインの検証 .................................................... 30 

２．今後の取組方針 ........................................................ 31 

 
 



1 

第1章 水害・土砂災害タイムラインについて 

 

1. 水害・土砂災害タイムラインの目的と方針 

近年、気候変動等の影響で全国各地で水害・土砂災害が激甚化、頻発化しているとともに、都市化に

伴う人口・産業の集積化等による影響で、大都市を中心に大規模災害となる可能性が高まっています。 

平成 27年関東・東北豪雨では、宮城県、栃木県を中心に観測史上１位の降水量を記録。鬼怒川では 29

年ぶりに堤防が決壊し、死者 2名、家屋浸水約 8,800棟の被害が発生するとともに、多数の孤立者が発

生し、約 4,300 人が救出されました。また、平成 30 年 7 月豪雨では、岡山県の小田川での氾濫をはじ

め、西日本を中心に河川の氾濫や土砂災害が多数発生し、全国で死者 224名、行方不明者 8名、住家の

全半壊 21,460棟、家屋浸水 30,439棟等の被害となり、極めて甚大な被害が広範囲の地域で発生しまし

た。その後も、福島県の阿武隈川、長野県の千曲川等が氾濫した令和元年東日本台風や、熊本県の球磨

川等が氾濫した令和 2年 7月豪雨など、記録的な大雨の影響等により、毎年のように大規模な水害・土

砂災害が発生しています。 

本市においては、昭和 42年の北摂豪雨による安威川、女瀬川の氾濫以降、河川氾濫は発生していませ

んが、平成 25年 9月の台風第 18号における淀川の出水では、約 30年ぶりに高水敷まで到達しました。

また、平成 30年台風第 21号では、記録的な暴風雨により風倒木や土砂災害が発生し、北部山間地域が

一時孤立するなど災害リスクが顕在化しており、台風等に伴う大雨の影響により河川堤防の決壊が生じ

た場合には極めて大規模な被害が発生することが想定されます。 

本市では、淀川の氾濫に対する備えとして、河川水位や避難情報の発令に着目した共通の時間軸（タ

イムライン）に沿って、「いつ」「誰が」「何をするか」について、本市の災害対策本部各対策部における

具体的な災害対応の行動時期を定めた「台風等接近に伴う災害タイムライン（防災行動計画）」平成 29

年 1月（令和 3年 7月修正）を策定しました。しかしながら、淀川の氾濫が発生し得る想定最大規模の

降雨となった場合には、芥川等の各支川の氾濫や土砂災害の発生など複合的な災害が想定されることか

ら、市民の広域避難に対する体制や、リードタイム（避難時間）を確保するために、先を見越した対応

について検討しておく必要があります。 

そこで、本タイムラインでは、特別警報級の台風が近畿地方に接近することを前提とし、淀川が氾濫

し得る想定最大規模の降雨により、はじめに芥川等の各支川の氾濫や土砂災害が発生し、その後に淀川

が氾濫することを想定したシナリオに、防災関係機関の防災行動を整理した「多機関連携型」と、庁内

の災害対策本部各対策部の防災行動を整理した「庁内連携型」で構成しており、従来のタイムラインと

比較し、防災関係機関との連携に重点を置いています。 
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2. 風水害時の配備区分と配備体制の概要 

（１）配備区分 

 

 

 

災害対策本部の設置

災害警戒本部の設置

避難情報判断・伝達マニュアルにおける
避難情報の発令基準に達した場合等

気象警報が発表された場合

市所管雨量水位観測所で基準値を超過し
た場合や小規模な災害等が発生した場合風水害・

土砂災害
のおそれ

情報収集体制

警戒体制

第１次防災体制

情報収集体制対象対策
部の一部の職員

第２次防災体制 全職員

災害対策本部会議で第２次防災体制の
配備が必要と判断する場合

台風が大阪府に接近
災害警戒本部会議で台風等初期避難場
所の開設を判断する場合

警戒体制対象対策部の
一部の職員

全ての対策部の一部の
職員

淀川の氾濫など大規模水害・
土砂災害が想定される場合

 
配備区分 配備基準 

配備 

方法 
配備職員 

災

害

警

戒

本

部 

情報収集体制 

・市所管雨量・水位観測所におい

て基準値を超過した場合 

自動 

参集 情報収集体制対象対策部の一部の

職員 
・小規模な災害等が発生した場合 指示 

警戒体制 
・本市域に気象警報が発表された

場合 

自動 

参集 
警戒体制対象対策部の一部の職員 

－ 
・台風が大阪府に接近するおそれ

がある場合 
指示 災害警戒本部会議 出席者 

災

害

対

策

本

部 

第１次防災体制 

・水害や土砂災害の危険度が、避

難情報判断・伝達マニュアルにお

ける避難情報の発令基準に達し

た場合 

・本市域に土砂災害警戒情報が発

表された場合 

・本市域に特別警報が発表された

場合 

・台風が大阪府に接近し、災害警

戒本部会議で台風等初期避難場

所の開設を判断する場合 

指示 

①全ての対策部の一部の職員 

②避難情報判断・伝達マニュアルに

定める方面隊 

③災害対策本部会議 出席者 

追加

指示 
状況に応じて配備指示された職員 

第２次防災体制 

・淀川の氾濫など大規模水害・土

砂災害が想定される場合 
指示 全職員 

・中小河川の氾濫、土砂災害など

市内全域で被害が発生している

場合 

指示 全職員 
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（２）配備区分 

 

 

対策部（Ｇ）名 部局名 
情報収集 
体制 

警戒体制 
第 1 次 
防災体制 

第 2 次 
防災体制 

本部事務局 
【危機管理監兼 
危機管理室長】 

統括Ｇ 
【危機管理監兼 
危機管理室長(兼)】 

【総合戦略部理事兼 
市長室長】 

危機管理室 

△ △ ○ ◎ 
総 務 部 

法務ガバナンス室 
総務課 
契約検査課 

総合戦略部 
市長室 
広報室 
財務管理室 

機動Ｇ 
【会計管理者】 

会 計 課  
 △ △ ◎ 

行政委員会 
選挙管理委員会事務局 
監査委員事務局 

職員配備Ｇ 
【総務部長(兼)】 

総 務 部 人事企画室   △ ◎ 

方面Ｇ 
【総合戦略部長】 

総合戦略部 
みらい創生室 
アセットマネジメント推進室 

 △ △ ◎ 

方面隊・第２方面隊   ※ ◎ 

ＩＣＴ基盤維持・復旧Ｇ 
【総合戦略部長(兼)】 

総合戦略部 ＤＸ戦略室   △ ◎ 

復旧部 
【都市創造部長・技監】 

都市創造部 

都市づくり推進課 
審査指導課 
住宅課 
建築課 
管理課 
道路課 
公園課 
下水河川企画課 
下水河川事業課 

△ △ ○ ◎ 

街にぎわい部 農林緑政課 

市民生活対策部 
【市民生活環境部長】 

市民生活環境部 

コミュニティ推進室 
公民館 
図書館 
文化スポーツ振興課 
人権・男女共同参画課 
市民生活相談課 
市民課 
斎園課 
環境政策課 
資源循環推進課 
清掃業務課 
エネルギーセンター 

  △ ◎ 

物資支援対策部 
【街にぎわい部長】 

街にぎわい部 

産業振興課 
観光シティセールス課 
文化財課 
歴史にぎわい推進課 
将棋のまち推進課 

  △ ◎ 

行政委員会 農業委員会事務局 

被害調査部 
【総務部長】 

総 務 部 

税制課 
市民税課 
資産税課 
収納課 

  △ ◎ 

民生･要配慮者対策部 
【健康福祉部長】 

健康福祉部 

地域共生社会推進室 
福祉指導課 
長寿介護課 
生活福祉総務課 
生活福祉支援課 
福祉相談支援課 
障がい福祉課 

 △ △ ◎ 

医療対策部 
【健康福祉部理事兼保健所長】 

健康福祉部 

国民健康保険課 
健康医療政策課 
保健衛生課 
保健予防課 
健康づくり推進課 

 △ △ ◎ 

子ども未来部 子ども保健課 
輸 送 部 
【交通部長】 

交 通 部 
総務企画課 
運輸課 

 △ △ ◎ 

給 水 部 
【水道部長】 

水 道 部 

総務企画課 
給水収納課 
管路整備課 
浄水管理センター 

  △ ◎ 

消火・救助部 
【消防長】 

消 防 本 部 別途配備 

教育・子ども対策部 
【児童・生徒安全対策担当：教育次長】 
【幼稚園・保育所対策担当：子ども未来部長】 

教育委員会事務局 

教育政策課 
教育総務課 
学校安全課 
保健給食課 
教育指導課 
教職員課 
教育センター  △ △ ◎ 

子ども未来部 

子ども育成課 
保育幼稚園総務課 
保育幼稚園事業課 
保育幼稚園指導課 
子育て総合支援センター 
青少年課 

市議会事務局 
【議会事務局長】 

議会事務局   △ ◎ 

 
  

△印：気象状況等に応じて複数名の職員を配置 
○印：1/4～1/2 の職員を目安とし、被災状況等に応じて職員を配置 
◎印：全職員（再任用時短を含む。臨時職員・会計年度任用職員を除く）を配置 
※印：原則として、避難情報判断伝達マニュアルにおいて定める方面隊を配置 
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第2章 想定する気象条件及び災害シナリオ 

1. 淀川広域避難（大規模水害・土砂災害）時における判断 

台風が接近し本市に影響がある場合、気象台や河川管理者等と情報連携や危機感を共有し、図 2.1に

示す水害・土砂災害対応判断フローに沿って防災体制を配備します。淀川広域避難が必要となる大規模

水害・土砂災害対応時は、気象状況や降雨の規模、水位予測等の様々な事象を総合的に判断し、市民の

広域避難※にかかるリードタイムを踏まえ、先を見越した防災体制の構築や避難情報発令等の対応が必

要となります。なお、淀川氾濫が想定されない場合は、原則、高槻市避難情報判断・伝達マニュアルに

定める河川水位や土砂災害の危険度に対する対応となります。 

 

※広域避難：通常、自治体の行政区域を超える避難のことを指すが、本市では、市域内の避難において、JR以南の地域

から以北への避難など、避難距離が長くなる避難を広域避難と定義する。 

 

図 2.1 水害・土砂災害対応判断フロー  

大規模水害・土砂災害が
発生する見込みに対する対応

災害対策本部第２次防災体制

警戒Lv４避難指示発令

警戒 Lv５緊急安全確保発令

土砂災害 芥川等支川及び淀川

広域避難対応

見込み有り

避難所開設
（大規模水害・土砂災害）

河川水位や土砂災害危険度に
対する対応

淀川氾濫の見込み

災害対策本部第１次防災体制

警戒Lv３高齢者等避難発令

警戒Lv４避難指示発令

警戒 Lv５緊急安全確保発令

芥川等支川土砂災害

避難所開設
（水害・土砂災害）

淀川氾濫の
見込みと
なった場合

台風等初期避難場所開設

台風の接近

高槻市への影響

影響有り 影響無し

見込み無し

淀川広域避難
【大規模水害・土砂災害】

※避難情報判断・伝達
マニュアルによる対応
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2. 淀川広域避難（大規模水害・土砂災害）における時間軸及び時間区分 

本タイムラインにおける時間軸は、図 2.2に示すとおり、特別警報級の台風が近畿地方に接近し、淀

川流域において、想定される最大規模の降雨（360 ㎜／日）に達しようという状況の中、土砂災害が発

生、続いて芥川等の支川が氾濫、最終的には淀川が氾濫するような大規模水害・土砂災害となる想定と

します。 

具体的には、芥川等の支川が氾濫すると、水防活動や市民の立退き避難が困難となることから、芥川

等の支川の氾濫が発生する時刻をタイムライン上の「0時間（氾濫発生時刻）」とし、その後、淀川の水

位上昇時間を踏まえ、6時間後に淀川が氾濫することとします。本タイムラインでは、図 2.3に示すと

おり、この時間軸に沿った防災体制や気象状況、河川状況等の経過を４種類に区分して整理します。 

 

図 2.2 台風進路想定図 

 

図 2.3 淀川広域避難（大規模水害・土砂災害）時における時間軸と時間区分  

淀川の氾濫

支川（芥川等）の氾濫

－24時間(１日前)

3日前

－48時間(2日前)

5日前

昭和28年9月台風第13号進路
図

大規模水害土砂災害のおそれ
発表

特別警報級の台風接近
のおそれ

警戒レベル５
緊急安全確保（芥川等） 発令

警戒レベル４
避難指示（大規模水害・土砂災害）発令

警戒レベル５
緊急安全確保（淀川） 発令

警戒レベル５
緊急安全確保（土砂災害） 発令

+6時間

０時間

時間軸 ５日前～3日前 ３日前～２日前（-72時間～-48時間） ２日前～１日前（-48時間～-24時間） ０時間 ６時間後

市の防災体制
警戒体制 災害対策本部第２次防災体制 災害対策本部第２次防災体制

【広域避難対応（大規模水害・土砂災害）】

避難情報等
特別警報級台風接近の

おそれ
大規模水害・土砂災害のおそれ発表
対象避難場所開設

警戒レベル４ 避難指示

（大規模水害・土砂災害）
※警戒レベル３を
含めて、前倒しで
発令

警戒レベル５ 緊急安全確保

支川（芥川等） 淀川

気象の状況
台風接近の予測
早期注意情報発表
（警報級の可能性）

大雨注意報
洪水注意報

大雨警報（浸水害・土砂災害）
洪水警報
土砂災害警戒情報

台風が近畿地方に最接近
大雨特別警報（浸水害・土砂災害）

降雨等の状況 弱い雨 やや強い雨 激しい雨 強い雨

河川等の状況

（水位イメージ）

支川（芥川等）
【平常水位】

支川（芥川等）
【平常水位】

支川（芥川等）
【やや水位上昇】

支川（芥川等）
【水位急上昇】

淀川
【平常水位】

淀川
【平常水位】

淀川
【平常水位】

淀川
【やや水位上昇】

淀川
【水位急上昇】

支川（芥川等）氾濫

淀川氾濫

災害警戒期 応急対策期災害準備期情報収集期

24時間後

警戒レベル５（土砂災害）

支川（芥川等）
【氾濫発生】

淀川
【氾濫発生】

【土砂災害発生】

（1） （2） （3） （4） 
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（１）情報収集期【氾濫発生の 5日～3日前】 

台風の接近状況や気象状況を踏まえ、配備体制を通常体制から警戒体制に移行します。気象庁が発表す

る台風の規模や進路予想、早期注意情報などを注視するとともに資機材や設備の点検を行います。また、

特別警報級の台風が近畿地方に接近することが予想され、淀川氾濫の見込みがある場合には、淀川広域避

難（大規模水害・土砂災害）対応への移行を検討します。 

 

（２）災害準備期【氾濫発生の 3日前～2日前（-72時間～-48時間）】 

台風の規模や進路予測、降雨量や河川状況など、気象台や河川管理者等と情報連携や危機感を共有した

上で、淀川の氾濫が想定される場合、「図 2.1 水害・土砂災害対応判断フロー」に基づき「淀川広域避

難（大規模水害・土砂災害）対応」へ移行します。 

市民への早期避難を促すため、台風接近に伴う「大規模水害・土砂災害発生のおそれ」を発表し、早期

避難を呼びかけるとともに、大規模水害・土砂災害対応時の開設対象となる避難場所を順次開設します。

また、配備体制としては、早期避難の発表及び避難所開設にあわせ、災害対策本部（第２次防災体制）を

設置します。さらに、次の時間区分である災害警戒期に「警戒レベル 4 避難指示（大規模水害・土砂災

害）」の発令を前提に、広域避難対応（市交通部による避難者バス輸送）に向けて準備します。なお、浸

水想定区域内の市民のうち、特に徒歩による移動が困難な要配慮者やその付添者のほか、自動車による早

期・自主的な避難者は、「大規模水害・土砂災害発生のおそれ」を発表した段階から早期避難の開始を促

します。 

 

（３）災害警戒期【氾濫発生の 2日前～1日前（-48時間～-24時間）】 

さらに、特別警報級の台風接近・上陸のおそれや、淀川氾濫の見込みが高まった場合、市民の広域避難

を促す「警戒レベル 4 避難指示（大規模水害・土砂災害）」を浸水想定区域内の市民に対し発令します。 

また、「警戒レベル 4 避難指示（大規模水害・土砂災害）」の発令に合わせて、市営バスにより浸水想

定区域内の居住者等を浸水想定区域外の指定避難場所へ避難者輸送を開始するとともに、円滑かつ迅速

なバス運行のため車両避難の自粛を呼びかけ、徒歩避難又は市営バスによる広域避難を促します。なお、

この時点では、土砂災害警戒情報の発表や、北部山間地域等で土砂災害の発生なども想定されます。 

 

（４）応急対策期【氾濫発生の 0時間～24時間後】 

台風が最接近すると、大雨特別警報の発表が想定されます。各河川の水位が急上昇し、芥川等の支川の

氾濫発生を確認した場合、「警戒レベル 5 緊急安全確保（芥川等）」を発令します。市内で河川からの浸

水区域が拡大し、指定避難場所への広域避難が不可能となり、命を守るための最善の行動を取ることが求

められます。また、支川氾濫発生の約 6時間後には淀川の氾濫が想定され、氾濫の発生を確認した場合に

は、「警戒レベル 5 緊急安全確保（淀川）」を発令します。淀川の氾濫後は、浸水状況に応じ、順次救護・

救出活動をはじめ、応急対策、避難者・被災者支援を実施します。 
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参考1) 被害想定（避難者数・使用可能な避難場所・避難時間の想定） 

a) 想定避難者数 

被害の想定にあたっては、淀川の氾濫を伴う甚大な降雨を想定し、淀川及び芥川等の支川による

氾濫及び土砂災害の同時生起によるマルチハザード時における想定避難者数や必要となる避難場

所の収容可能人数・避難にかかる所要時間等を 

算出する。 

淀川の氾濫を伴う想定最大規模降雨の場合、被害が想定される各河川氾濫時の浸水想定区域内及

び土砂災害（特別）警戒区域内の居住人口は約 18 万人にのぼり、これらの居住者等が避難対象者

となる。この避難対象者を、各ハザードの分布状況と想定される居住階との関係から、表 2.1に示

すとおり区分する。 

 

表 2.1 避難対象者の区分 

立退き避難対象者 
河川氾濫で想定される浸水深よりも下階に居住し、居住階が

すべて浸水する建物に居住する方 

屋内安全確保対象者 

淀川本川や芥川等、その他の支川の氾濫で想定される浸水深

よりも上階の居室（マンション等）に居住する方もしくは、

浸水しない階層がある一軒家等に居住する方 

土砂災害避難者 

土砂災害（特別）警戒区域内に居住し、大規模水害（淀川・

支川（芥川等）の複数河川氾濫時）の浸水想定区域外に居住

する方 

 

上記区分の「立退き避難対象者」について、親戚・知人宅や、旅館・ホテル等への分散避難を考

慮し、「市指定避難場所避難対象者」の避難対象者を算出した。各区分の対象者数について図 2.4に

示す。 

本タイムラインでは、この「市指定避難場所避難対象者」の避難行動におけるリードタイムを踏

まえ、各時間区分におけるトリガー情報を定める。 
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*1：令和 4年 3月時点の高槻市内の人口 

*2：土砂災害（特別）警戒区域内に属し、大規模水害（複数河川氾濫時）の浸水想定区域内に属さない区域に居住する避難者（以

下、「土砂災害避難者」と称す） 

*3：「国勢調査（平成 27年）」・「住宅・土地統計調査（平成 30年）」をもとに、高槻市内の階層別居住者数を算出の上、浸水深より

上階に居住する（又は浸水しない階層を有する建物の）居住者数を算出 

*4： *3と同様の整理を行い、居住階が全て浸水する（全居室浸水）建物の居住者数を整理 

*5：分散避難率（34％）は「高槻市と関西大学による市民意識調査報告書（令和 3年度）」において調査した結果をもとに、事前・

自主的な避難を行う避難者として整理 

*6：ここで示す「市指定避難場所」は高槻市が指定する「高槻市指定緊急避難場所」を指す 

*7：立退き避難の対象者のうち、要配慮者（災害時避難行動要支援者名簿作成の意向調査の対象者、以下「意向調査の対象者」と称

す）及び同数の付添者を想定。立退き避難の対象者となる要配慮者数は、市内全域における総人口に対する意向調査の対象者数の

割合を用いて概算 

*8：徒歩避難の上限を 1,000mとし、開設対象避難場所や JR摂津富田駅から 1,000m以内の浸水区域内に居住する立退き避難の対象

者を対象とし算出（JR高槻駅（浸水区域内）への徒歩避難者は、北部へ向かうバスに乗車するためバス避難者として集計） 

図 2.4 想定避難者数の算出 

  

浸水なし
1階：床下浸水2階以上：浸水なし

1階：浸水
3階以上：浸水なし
1,2階：浸水

4階

3階

2階

1階

水面

（一戸建・長屋）（共同住宅）
（一戸建・長屋）（共同住宅）

（一戸建・長屋）（共同住宅）

（一戸建・長屋）（共同住宅） 立退き避難 屋内安全確保 非避難対象
凡例

「全居室浸水」の区分
●共同住宅の場合、浸水する階層の世帯は「全居室浸水」に区分。浸水しない階層は屋内安全確保
（建物自体が浸水しないor1階床下浸水のみの場合は避難対象外）

●一戸建ての場合、建物の最上階まで浸水する場合は「全居室浸水」に区分。2階建以上で浸水しな
い階層がある場合は屋内安全確保（建物自体が浸水しないor1階床下浸水のみの場合は避難対象外）

1階の床高は0.5ｍ、各階の階高は2.7mと設定（国土交通省水管理・国土保全局「水害の被害指標分析の手引き」（H25施行版）より）【1】
市内居住者
349,109人*1

【2-3】
立退き避難
対象者*4

98,880人

【2-2】
屋内安全確保
対象者*3

80,259人

【3-2】
徒歩・バス

56,841人

【3-1】車両（自家用
車等）避難*7

8,420人

【4-2】バス避難
50,272人

【4-1】徒歩避難*8

6,568人

【2-0】
避難不要者
167,473人

人数（イメージ）

※四捨五入の処理により総数が一致しない場合がある

市指定
避難場所*6
避難対象者
（66％ *5 ）

65,261人

分散避難者
（34％*5）

33,619人

【2-1】
土砂災害のみの
避難対象者*２

2,497人

避難対象者
計179,139人
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b) 避難者の避難手段の区分（避難手段による市指定避難場所までの避難） 

図 2.4 のうち「市指定避難場所避難対象者」は、車両（自家用車等）・徒歩避難・バス避難の 3

つの避難手段の利用を想定し、表 2.2に整理する。 

表 2.2 避難者の避難手段の区分 

車両（自家用車等） 

市指定避難場所避難対象者のうち、移動が困難な要配慮者

（避難行動要支援者（災害時要援護者名簿の対象者））及び

同数の付添者については、自家用車による避難を行うものと

する。 

徒
歩
・
バ
ス 

徒歩避難 
開設対象の避難場所や浸水区域外となる JR 摂津富田駅から

1,000m以内の対象者については徒歩避難を行うものとする。 

バス避難 

市指定避難場所避難対象者のうち、自家用車・徒歩での避難

に当てはまらない方は、バスによる避難を行うものとする。 

※JR高槻駅から 1,000m以内の対象者は、市北部の避難場所

への移動にバスを使用することからバス避難に含む） 
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c) 市指定避難場所の充足状況 

開設する市指定避難場所については、大規模水害・土砂災害の発生を踏まえ、浸水想定区域外で

あることかつ土砂災害警戒区域外となる避難場所を対象とする。 

開設対象となる避難場所の収容者数は、表 2.3に示すとおり土砂災害による避難対象者を除いた

計 68,444人分となる。 

また、「市指定避難場所避難対象者」については、65,261 人となることから、避難者数に対する

避難場所の充足率は 105％となり、全対象者の避難の受入れが可能となる。しかしながら、避難の

実効性を確保するには、居住者等に対し早期避難や、市指定避難場所以外への自主的な分散避難の

重要性を平常時から十分に周知・啓発することが重要となる。 

 

表 2.3 開設対象となる避難場所の充足率 

 

  

収容可能人数② 施設数

大規模水害・土砂災害 65,261人 68,444人※ 48施設 105%

※避難場所における避難者密度を1.00㎡／人とする

※土砂災害による避難者の利用者数を除く

利用可能な避難場所
市指定避難場所

避難対象者①

避難場所の充足率

②／①
種　別
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d) 避難者の避難手段区分を考慮したリードタイム 

「b)避難者の避難手段区分（避難手段による市指定避難場所までの避難）」において示した「市

指定避難場所避難対象者」の避難の所要時間は、バスによるリードタイムに依存する。 

避難者バス輸送に係る所要時間は、表 2.4に示すとおり乗車率や運行率に応じて変動し、約 17

時間から 35時間程度必要となる見込みである。従って、居住者等に避難を促す「警戒レベル 4 避

難指示（大規模水害・土砂災害）」の発令は芥川等の支川が氾濫する概ね 24 時間から 48 時間前の

発令に努める。また、避難者の避難手段において、避難者が車両を使用すると大渋滞が発生するお

それがあり、防災関係機関等の緊急車両の妨げになることや、避難するタイミングによっては危険

が伴うことから、徒歩避難（避難行動要支援者等を除く）を原則とし、避難者バス輸送のスムーズ

な運行（運行率の向上）による避難の実効性確保に努める。 

表 2.4 バスによる避難時間の概算結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乗車率 100％：荷物を何も持たない、1車両あたり 73人 

75％：自分の体の半分の荷物、1車両あたり 55人 

60％：自分の体の半分よりやや多い荷物、1車両あたり 44人 

50％：自分の体と同等の荷物、1車両あたり 37人 

30％：自分の体の 2倍の荷物、1車両あたり 22人 

運行率 100％：路線往復所要時間きっかりで運行、故障や遅延・休憩や交代を考慮しない 

75％：路線往復所要時間からやや遅れて運行、1時間当たり 45分稼働 

60％：路線往復所要時間から大きく遅れて運行、1時間当たり 36分稼働 

50％：路線往復所要時間の倍の時間がかかって運行、1時間当たり 30分稼働 

30％：路線往復所要時間の 3倍の時間がかかって運行、1時間当たり 18分稼働 

  

避難時間（避難所まで）

【時間】 100% 75% 60% 50% 30%

100% 11 13 17 19 29

75% 14 17 21 25 37

60% 17 22 25 29 46

50% 20 25 30 35 54

30% 32 41 50 58

運行率

乗車率
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参考2) 気象・水文状況 

a) 台風進路・降雨の想定 

淀川の氾濫が想定されるような特別警報級の大型台風の接近を前提とし、想定する台風の進路は、

図 2.5 に示す淀川流域全域に影響があった昭和 28 年の台風第 13 号の進路とする。降雨量は、三

島地域広域避難検討 WG における検討結果を踏まえ、平成 25 年台風第 18 号における降雨量を淀川

想定最大規模の降雨に引き延ばした雨量を適用する。この降雨下では、図 2.6に示すように、支川

（芥川等）流域における雨量が計画規模（1/100 年確率）に相当することから、浸水想定区域は淀

川 L2（想定最大規模）に支川 L1（計画規模）を重ねた区域を避難対象区域とする。 

  

   

  図 2.5 台風の想定進路（昭和 28 年台風第 13 号） 

 

   

  図 2.6 淀川流域における氾濫発生時（想定災害規模降雨）の雨量 

 

9月25日15:00 

9月25日9:00 

9月24日9:00 

9月23日9:00 

9月22日9:00 

9月21日9:00 

9月20日9:00 

800㎞

【台風の強さ：特別警報級】
中心気圧930hPa以下又は最大風速50m以上

【台風の大きさ：大型】
強風域半径800㎞以上の大きさ

S28年9月台風第13号進路図
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b) 水位の上昇速度 

a) 台風進路・降雨の想定を踏まえた淀川及び支川（芥川等）のハイドログラフを図 2.7 に示

す。両河川における避難判断の基準となる「避難判断水位」から「氾濫発生」までのリードタイム

はそれぞれ 1時間程度となり、支川（芥川等）の氾濫発生から約 6時間後に淀川の氾濫が発生する。 

これらのことから、淀川流域における想定最大規模の降雨においては、芥川等の支川の氾濫が先

に発生するため、支川氾濫発生までに避難を完了する必要がある。したがって、タイムライン上の

時間軸「0時間」は支川（芥川等）の堤防決壊時（氾濫発生時）として設定する。 

また、両河川とも避難判断水位到達後、1 時間程度で氾濫が発生するため、現況水位に基づく避

難情報の発令では避難時間を確保することが困難となることから、淀川の氾濫など大規模水害・土

砂災害が想定される場合の避難情報の発令は、居住者等のリードタイムを考慮し、早めに避難情報

の発令を判断する必要がある。 

 

 

図 2.7 淀川及び支川（芥川等）における水位上昇 
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第3章 淀川広域避難タイムライン（大規模水害・土砂災害） 

1. 多機関連携型タイムライン 

(1) 対象機関 

防災関係機関との防災行動を取りまとめた「多機関連携型タイムライン」では、表 3.1に示す防

災関係機関を対象とします。 

表 3.1 多機関連携型タイムライン対象機関一覧 

種別 対象機関 

河川管理者【本部】 
国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所 
淀川ダム統合管理事務所 

大阪府茨木土木事務所 

河川管理者【現場】 国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所高槻出張所 

河川・道路管理者【現場】 大阪府茨木土木事務所（河川管理・道路管理現場） 

道路管理者 国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所 

水防管理団体 淀川右岸水防事務組合事務局 

内水排除 
大阪府北部流域下水道事務所 

神安土地改良区 

警察 大阪府高槻警察署 

交通機関（鉄道） 
西日本旅客鉄道株式会社高槻駅 

阪急電鉄株式会社高槻市駅 

ライフライン事業者（通信） 西日本電信電話株式会社関西支店設備部 

ライフライン事業者（電力） 関西電力送配電株式会社大阪北本部高槻配電営業所 

ライフライン事業者（ガス） 大阪ガスネットワーク株式会社北東部事業部 

 

(2) 防災関係機関ごとの想定被害・対応の整理 

各防災関係機関において、氾濫発生前後に想定される主な防災行動を表 3-2に示します。 
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表 3.2 防災関係機関ごとの想定被害・対応する防災行動（1/4） 

対象機関 

河川の氾濫 前 河川の氾濫 後 

想定される

被害や状況 
主な防災行動 

想定される

被害や状況 
主な防災行動 

国土交通省近畿地方
整備局 
淀川河川事務所 
淀川ダム統合管理事務所 
(河川管理者【本部】) 

 
･水害協 WEB 会議(担当者ク
ラス)実施もしくは実施検
討(注意体制第 2号構築前後) 
･水害協 WEB 会議(担当者ク
ラス) 
･水害協 WEB 会議(首長クラ
ス) 

 
･水防警報(待機)発表(第一警戒
体制構築前後) 
･水防警報(準備)発表 
･水防警報(出動)発表 
･洪水予報(氾濫注意情報)発表
【淀川ダム統管】 
･洪水予報(氾濫警戒情報)発表
【淀川ダム統管】 
･洪水予報(氾濫危険情報)発表
【淀川ダム統管】 
･洪水予報(氾濫発生情報)発表
【淀川ダム統管】 
･ホットラインの実施 

国土交通省近畿地方
整備局 
淀川河川事務所高槻
出張所 
(河川管理者【現場】) 

 
･要員の確保(注意体制第 1
号) 
･要員の確保(注意体制第 2
号) 

･ 堤 体 被 害
(漏水、洗堀
等) 
･堤防決壊 

･第一警戒体制 
･洪水時巡視の要員確保 
･洪水時巡視実施 

国土交通省近畿地方
整備局 
大阪国道事務所 
(道路管理者) 

･国道 171 号
の一部で冠
水(内水)、交
通渋滞 

･台風の進路、降雨予測の確認 
･道路維持業者と連絡体制
の確認 
･通行止め資機材の準備 
･職員の応援要員の確認 
･道路維持業者によりパト
ロールを実施し、冠水箇所
を把握 
･高槻維持出張所に大阪国
道事務所の職員派遣 
･道路維持業者及び職員、通
行止め準備 
･通行止め現場待機 

･国道 171 号
の冠水(通行
不可能) 
･土砂の堆積 
･動けない車
両の滞留 

･浸水区域外で通行止め実施 

大阪府 
茨木土木事務所 
(河川管理者【本部】) 

  ･水防体制の検討･構築 
･水防体制の確認 
･公共交通機関の運行計画
の確認 
･水防体制の確立 
･水位･雨量の監視 
･水防体制の拡大 
･通報･問い合わせ対応 
･HP等広報掲載の準備･掲載 
･通行規制に伴う関係機関
連絡 
･ホットラインの実施(土砂
災害警戒情報の発表時) 
･水防警報の発表 
･洪水予報の発表(洪水予報
河川(安威川)) 
･水位到達情報の発表(水位
周知河川) 
･ホットラインの実施(氾濫
警戒情報を発表した時) 
･ホットラインの実施(氾濫
危険情報を発表した時) 
･ホットラインの実施(氾濫
発生の恐れがある時) 

  ･洪水予報(氾濫発生情報)発表 
･水位到達情報(氾濫発生情報)発表 
･水位･雨量の監視 
･通報･問い合わせ対応 
･HP等広報掲載の準備･掲載 
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表 3.2 防災関係機関ごとの想定被害・対応する防災行動（2/4） 

対象機関 

河川の氾濫 前 河川の氾濫 後 

想定される

被害や状況 
主な防災行動 

想定される

被害や状況 
主な防災行動 

大阪府 

茨木土木事務所 

(河川管理者【現場】) 

(道路管理者) 

･道路通行規

制区間にお

ける災害発

生の危険性

(アンダーパ

ス含む) 

･土砂災害発

生の危険性 

･道路浸水、

道路浸食の

危険性 

･資機材の点検･確認･調達 

･事前の情報収集 

･工事現場等の安全管理 

･パトロールの実施 

･道路通行規制の準備 

･緊急業者の手配 

･ガードマンの手配 

･道路通行規制の準備 

･累積雨量等により道路通

行規制の実施(アンダーパ

ス含む) 

･被災箇所の緊急処置 

･応急対策の実施 

･土砂災害発

生の危険性 

･決壊･溢水

の発生 

･道路浸水･

道路浸食の

危険性 

･パトロールの実施 

･緊急業者の手配 

･ガードマンの手配 

･累積雨量等により道路通行規制

の実施(アンダーパス含む) 

･被災箇所の緊急措置 

･応急対策の実施 

･破堤箇所の緊急措置 

大阪府 

北部流域下水道事務所 

･一部で内水

氾濫の発生 

･降雨情報等の確認 

･下水道施設に関する情報

の確認(ポンプ井等･ポンプ

運転状況の監視/雨水エン

ジン及び自家発設備燃料残

量、運転継続時間の確認) 

･水害発生に備えた事前準

備(パトロール及び浸水防

止の緊急措置/発災時の緊

急措置及び応急復旧依頼業

者との連絡体制の確認/雨

水エンジン、自家発設備、流

入ゲート、沈砂池設備等の

点検/排水ポンプ車の要請

準備) 

･避難誘導(来訪者東の避難

誘導/一般開放防の臨時救

援措置) 

･水防体制の構築(警戒配備

体制) 

･水防体制の構築(非常配備

体制) 

･処理場及び

ポンプ場施

設の浸水 

･浸水による

処理機能の

停止 

(浸水解消後) 

･処理場等の管理棟の安全性の確認 

･処理場等の浸水深さや土砂堆積状

況、漂流物による被害状況の確認 

･処理場等内の堆積土砂や漂流物

の撤去依頼 

大阪府高槻警察署   ･準備体制 

･パトロール 

･交通対策 

  ･準備体制 

･パトロール 

･交通対策 
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表 3.2 防災関係機関ごとの想定被害・対応する防災行動（3/4） 

対象機関 

河川の氾濫 前 河川の氾濫 後 

想定される

被害や状況 
主な防災行動 

想定される

被害や状況 
主な防災行動 

西日本旅客鉄道株式会社 

高槻駅 

･列車運行停止 ･社内情報共有 

･警戒体制準備 

･列車運行計画事前プレス 

･列車運行計画プレス(計画

運休、一部運転休止情報他) 

･異常時想定での各種用品

最終確認、配置確認(非常照

明、備蓄品他) 

･旅客案内(運行情報、振替

輸送他) 

･一部区間運転休止、計画運

休 

･駅周辺での浸

水被害発生 

･一次避難誘導案内/JR 利用者

(駅構内滞留者) 

･列車ホテル等手配 

･帰宅困難者対応/JR 利用者(高

槻市との連携) 

･備蓄品等配布 

西日本電信電話株式会社 

関西支店設備部 

･土砂崩れに

よる、電柱の

傾斜/倒壊お

よび通信ケ

ーブルの切

断/損傷 

･河川の増水

による、橋梁

に添架して

いる管路お

よび通信ケ

ーブルの切

断/損傷 

･ 停 電 に よ

る、通信ビル

の装置停止 

･現地確認およびパトロー

ル、応急復旧 

･中継装置のルート切替(自

動) 

･災害用通信機器の出動 

･予備電源への切替(自動)、

移動電源車の配備 

･リエゾンの派遣 

･避難所への特設公衆電話

の設置 

･災害用伝言ダイヤル 171

の開設 

･通信ビルへ

の浸水によ

る、通信機器

の停止 

･ 停 電 に よ

る、通信ビル

の装置停止 

･通信ビルの水防設備(水防板等)

の事前設置 

･中継装置のルート切替(自動) 

･予備電源への切替(自動)、移動

電源車の配備 

･避難所への特設公衆電話の設置 

関西電力送配電株式会社 

大阪北本部 

高槻配電営業所 

･飛来物や、

倒木による

電柱折損 

･飛来物、雷

害による電

線断線 

･飛来物、雷

害による変

圧器損傷 

･飛来物によ

る引込線断

線 

･土砂崩れに

よる電柱倒

壊 

･停電口数約

３万口発生 

･復旧要員の人員、車両、事

前準備の把握 

･適正な体制の確立 

･作業員への待機指示 

･情報連携システムの立ち

上げ 

･復旧要員の待機 

･事務所内の事前準備 

･停電状況の情報発信 

･被害状況の調査 

(現場巡視、設備被害状況の

把握) 

･公衆保安箇所の仮措置 

･復旧計画の策定 

･重要施設の停電復旧 

(作業可能箇所) 

･停電箇所の復旧工事 

(作業可能箇所) 

･応援の効果的投入 

･電気借室内

( マ ン シ ョ

ン)冠水よる

電気設備漏

電 

 停電口数：

5000口発生 

･変電所構内

冠水(高槻変

電所他 計 8

変電所全停

想定) 

 停電口数：

170,000 口発

生 

･停電情報の把握(事務所内) 

･電力所との情報共有、連携 

･復旧計画の検討 
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表 3.2 防災関係機関ごとの想定被害・対応する防災行動（4/4） 

対象機関 

河川の氾濫 前 河川の氾濫 後 

想定される

被害や状況 
主な防災行動 

想定される

被害や状況 
主な防災行動 

大阪ｶﾞｽﾈｯﾄﾜｰｸ株式会社 

北東部事業部 

 

･土砂崩壊、

地面陥没に

よるガス管

及びガス設

備の損傷 

･漂流物によ

る橋梁管の

損傷 

･豪雨に伴う

ガス管差し

水による供

給停止 

 

･自社システム、国交省 HP

等により氾濫危険性の有

無、予想雨量等を確認 

･氾濫･浸水影響エリアのガ

ス設備の現地確認及び点検 

･当社北部事務所より他事

務所へ移動 

･浸水の危険性があるガバ

ナーの事前停止 

･対策本部の設置 

･破損緊急対応 

･当社北部事

務所の浸水 

･ガス整圧器

(地区ガバナ

ー)の浸水に

よる広域供

給停止 

･被害規模に応じて緊急停止ガバ

ナーの遠隔遮断 

･浸水エリアの切り離し(ブロッ

ク化)による被害拡大の防止 

･ガス停止顧客の緊急対応 

･他ガス事業者へ応援要請 

･安全確認後、復旧対応 

阪急電鉄株式会社 

高槻市駅 

･線路浸水 

･築堤崩壊 

･運転速度の

規制 

･滞留旅客の

把握 

･帰宅困難者

の把握 

･気象情報、河川情報の収集

と伝達 

･危険箇所への警戒要員配置 

･運転速度規制の検討と実施 

･車庫線内留置車両の避難

準備 

･被害状況把握と情報連絡

体制の確立 

･滞在旅客の把握と収容方

法の検討 

･浸水予測箇所の防護 

･停電時の協議 

･復旧準備 

･広報活動の実施 

･運転休止 

･車庫線浸水 

･駅舎浸水 

･帰宅困難者

の把握 

･線路浸水、

崩壊 

鉄橋流失 

･被害状況に応じた運転計画の立案 

･被害状況に応じた復旧計画の把握 

他線、他社線の列車の運行状況把握 

･復旧要員、資材の確保 

･復旧活動 

淀川右岸水防事務組

合事務局 

･越水、漏水、

洗堀等 

･河川堤防巡視活動  

･水防活動(水防工法作成) 

･被害箇所の報告 

･支川 (安威

川、芥川)本

川 (淀川 )の

堤防決壊 

･出動中の水防団は安全確保し、

情報収集を継続 

神安土地改良区 ･水路の排水

不良 

･水路からの

溢水 

･農地冠水、

家屋浸水 

･施設巡視 

･水路内流水阻害物の撤去 

･樋門操作 

･水防工法実施 

･施設損壊 

･水路内土砂

堆積による

排水不良 

･農地冠水、

家屋浸水 

･府市への情報提供 

･府市の防災活動への協力 

･水防工法実施 

 

(3) 淀川広域避難（大規模水害・土砂災害）多機関連携型タイムライン 

多機関連携型タイムラインを次ページ以降に示します。 
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淀川広域避難（大規模水害・土砂災害）多機関連携型タイムライン　1/5　（支川（芥川等）の氾濫発生5日前から2日前ごろ）

時間軸

【気象庁】早期注意情報（警報級の可能性）発表 【気象庁・国土交通省】特別警報級の台風の接近のおそれに

　　　　　　　　　　　関する呼びかけ

高槻市

道路管理者

(現場)

大阪国道事務所

防災情報課・管理二課

水防管理団体 淀川右岸水防事務組合

避難情報の発令状況等

【情報収集期】支川氾濫の5日前から3日前（‐120時間から‐72時間）ごろ

【気象庁】台風情報発表（5日前予報）

被害の状況

防災気象情報　降雨・河川の状況等

【災害準備期】支川氾濫の3日前から2日前（‐48時間から‐72時間）ごろ

　大規模水害・土砂災害のおそれ発表

【気象庁】大雨注意報、洪水注意報、強風注意報発表

内水排除

大阪府

北部流域下水道事務所

神安土地改良区

河川管理者

（本部）

淀川河川事務所・

淀川ダム統合管理事務所

大阪府

茨木土木事務所

河川管理者

（現場）

淀川河川事務所

高槻出張所

河川・道路管理者

（現場）

大阪府茨木土木事務所

（河川管理・道路管理現場）

警察
大阪府

高槻警察署

交通機関

（鉄道）

西日本旅客鉄道㈱

高槻駅

阪急電鉄㈱

高槻市駅

ライフライン

事業者

西日本電信電話㈱

関西支店

関西電力送配電㈱

大阪北本部高槻配電営業所

大阪ガスネットワーク㈱

北東部事業部

資機材の点検・確認・調達

要配慮者利用施設へ情報伝達(避難所開設、早期避難のお知らせ[水害・土砂災害]) 所管施設(指定避難所となる小中学校・公民館)の臨時休館措置

広域避難対応[大規模水害・土砂災害]の準備検討

道路維持管理業者との連絡体制の確認

施設管理者へ報告（水防団より危険箇所の報告がある場合） 水防本部用品・無線機器等の点検

降雨情報等の確認

初期配備体制構築のための要員参集

社内情報共有

動員体制・要員の確保

氾濫危険性の有無、予想雨量の確認（自社システム、国交省HP等） 氾濫・浸水影響エリアのガス設備の現地確認及び点検

水防体制の構築・確立

情報収集

災害対応を想定した要員の参集・体制構築

復旧要員・車両・事前準備状況の把握

注意体制（第1号）

警戒体制レベル検討

警戒配備体制

災害警戒本長会議の開催

★大規模水害・土砂災害のおそれ発表台風説明会(気象台)への参加・情報共有

要員確保及び関係機関調整

要員の確保

警戒体制

台風情報、気象情報、河川情報の収集と伝達

注意体制（第1号）

警戒配備体制

対策本部の設置準備・体制確認

警戒本部

職員の連絡体制の確保

気象情報・水位情報等の収集・共有

府に災害体制、被害状況等の報告

HP、SNS(ツイッター、ライン)による市民への緊急災害情報等の周知

警戒配備体制

災害対策本部第1次防災体制

★災害対策本部の設置

防災行政無線等による市民への周知(避難所開設、早期避難のお知らせ[大規模水害・土砂災害])

対応資機材の確認・確保

資機材等の事前点

施設事前巡視 水路内流水阻害物の除去

体制確立 作業員への待機指示 情報連携システム立ち上げ

通行止資機材の準備

職員の対応要員の確認

公共交通機関の運行計画の確認

資機材の点検・確認

一般開放部の臨時休園措置

初期配備

防災行動内容防災体制 防災行動内容（以後継続） ★重要情報（共有・確認事項）凡例：

淀川［平常水位］ 支川(芥川等)［平常水位］

弱い雨

淀川［平常水位］ 支川(芥川等)［平常水位］

弱い雨

淀川［平常水位］ 支川(芥川等)［平常水位］

やや強い雨

淀川［平常水位］ 支川(芥川等)［平常水位］

やや強い雨

★災害警戒本部の設置 災害対策本部会議の開催

府に避難所状況の報告

河川管理者等と情報共有・助言の要請

HP、SNS(ツイッター、ライン)によるライフライン関係途絶のおそれに関する市民への周知

報道対応の実施

各避難所への食料・物資等の配送

市議会議員との連絡調整避難者バス輸送体制の確保

水防体制の検討・構築、確認

下水道施設・設備点検 運転状況等・燃料残量 運転継続時間の確認 パトロール・浸水防止の緊急措置 応急復旧依頼業者との連絡体制の確認 排水ポンプ車の要請準備 来訪者等の避難誘導

水位・雨量の監視

工事現場等の安全管理 協力会社への情報提供

事前の情報収集 工事現場等の安全管理

台風の進路、降雨予測の確認

通常巡視 水防団幹部への情報提供
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淀川広域避難（大規模水害・土砂災害）多機関連携型タイムライン　2/5　（支川（芥川等）の氾濫発生2日前から1日前ごろ）

時間軸  【災害警戒期①】支川氾濫の2日前から１日前（‐48時間から‐24時間）ごろ

高槻市

河川管理者

（本部）

淀川河川事務所・

淀川ダム統合管理事務所

大阪府

茨木土木事務所

避難情報の発令状況等

被害の状況

防災気象情報　降雨・河川の状況等

水防管理団体 淀川右岸水防事務組合

内水排除

大阪府

北部流域下水道事務所

神安土地改良区

警察
大阪府

高槻警察署

河川管理者

（現場）

淀川河川事務所

高槻出張所

河川・道路管理者

（現場）

大阪府茨木土木事務所

（河川管理・道路管理現場）

道路管理者

(現場)

大阪国道事務所

防災情報課・管理二課

交通機関

（鉄道）

西日本旅客鉄道㈱

高槻駅

阪急電鉄㈱

高槻市駅

ライフライン

事業者

西日本電信電話㈱

関西支店

関西電力送配電㈱

大阪北本部高槻配電営業所

大阪ガスネットワーク㈱

北東部事業部

　警戒レベル４　避難指示（大規模水害・土砂災害）発令

【気象庁・大阪府】土砂災害警戒情報発表

一部で内水氾濫の発生　　国道171号の一部で冠水（内水）　　交通渋滞の発生　　道路通行規制区間における災害発生の危険性（アンダーパス含む）　　土砂災害発生の危険性増　　農地冠水　　路線浸水（鉄道）

【気象庁】　　大雨警報（浸水害・土砂災害）、洪水警報、

　　　　　　　暴風警報発表

【気象庁】キキクル（土砂災害危険度　紫）【気象庁】キキクル（土砂災害危険度　赤）

通報・問い合わせ対応

道路維持業者によるパトロールの実施

★警戒レベル４避難指示[大規模水害・土砂災害]発令 防災行政無線等による市民への周知(警戒レベル4避難指示[大規模水害・土砂災害])

水防体制の拡大

★列車運行計画事前プレス

★ホットラインの実施（土砂災害警戒情報発表時）

要警戒箇所の巡視

★列車運行計画事前プレス（計画運休実施の可能性周知）

復旧要員の待機

注意体制

警戒体制準備

防災体制（1号）

注意体制（第2号）

非常配備体制

警戒体制（B体制）

水防団幹部への情報提供

水位・雨量・土砂災害危険度の監視

災害対策本部第2次防災体制

非常配備体制

非常配備体制

第1警戒配備

運転規制・間引き運転

★避難者バス輸送の実施

要配慮者利用施設への情報伝達(警戒レベル4避難指示[大規模水害・土砂災害]) 所管施設の臨時休館の実施及び案内、来庁者の安全確保 通常業務の調整や中止及び案内

注意体制（第2号）

水路内流水阻害物の撤去 樋門の操作水防工法の実施（土のう積み）

警戒監視の開始

電源車・災害用通信機器の点検・準備通信ビルの水防対策 パトロール計画

情報連絡室

要員確保 リエゾン派遣準備

事務所内の事前準備

★広域避難対応[大規模水害・土砂災害]の開始

パトロールの実施 緊急業者の手配

非常災害対策本部

淀川［平常水位］ 支川(芥川等)［やや水位上昇］

激しい雨

淀川［平常水位］ 支川(芥川等)［やや水位上昇］

激しい雨

淀川［平常水位］ 支川(芥川等)［やや水位上昇］

激しい雨

淀川［平常水位］ 支川(芥川等)［やや水位上

激しい雨

要員確保及び関係機関調整

防災行動内容防災体制 防災行動内容（以後継続） ★重要情報（共有・確認事項）凡例：

HP等広報掲載の準備・掲載★通行規制に伴う関係機関連絡

道路通行規制の準備 ガードマンの手配

冠水箇所の把握

下水道施設・設備点検 運転状況等・燃料残量 運転継続時間の確認 パトロール・浸水防止の緊急措置 応急復旧依頼業者との連絡体制の確認 排水ポンプ車の要請準備 来訪者等の難誘導 一般開放部の臨時休園措置

要員の確保 協力会社への情報提供

避難誘導 交通整理 地域パトロールの実施
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淀川広域避難（大規模水害・土砂災害）多機関連携型タイムライン　3/5　（支川（芥川等）氾濫の1日前から発災直前）

時間軸

防災気象情報　降雨・河川の状況等

被害の状況

【大阪府】災害モード宣言　【気象庁】キキクル（土砂災害危険度　黒）

避難情報の発令状況等

河川・道路管理者

（現場）

大阪府茨木土木事務所

（河川管理・道路管理現場）

道路管理者

(現場)

大阪国道事務所

防災情報課・管理二課

淀川右岸水防事務組合水防管理団体

高槻市

河川管理者

（本部）

淀川河川事務所・

淀川ダム統合管理事務所

大阪府

茨木土木事務所

河川管理者

（現場）

淀川河川事務所

高槻出張所

内水排除

大阪府

北部流域下水道事務所

神安土地改良区

警察
大阪府

高槻警察署

交通機関

（鉄道）

西日本旅客鉄道㈱

高槻駅

阪急電鉄㈱

高槻市駅

ライフライン

事業者

西日本電信電話㈱

関西支店

関西電力送配電㈱

大阪北本部高槻配電営業所

大阪ガスネットワーク㈱

北東部事業部

 【災害警戒期②】支川氾濫の1日前から発災直前（‐24時間から0時間）ごろ

　警戒レベル４　避難指示（大規模水害・土砂災害）継続

一部で内水氾濫の発生　漏水・越水・洗堀等　飛来物・雷害による電柱損壊・電線断線・変圧器の損傷・引込線の断線及び停電の発生（約2万口）　土砂崩れによる電柱倒壊及び停電の発生（約1万口）　道路浸水・道路浸食

築堤崩壊・線路への土砂流入、列車運行の停止（鉄道）　地面陥没によるガス管及びガス設備の損傷、漂流物による橋梁管の損傷、ガス管挿し水による供給停止（ガス）

パトロールの実施

水位・雨量土砂災害危険度の監視

防災体制の呼び出し要員の決定

防災行政無線等による市民への周知(警戒レベル5緊急安全確保[土砂災害])

★水防警報（待機）発表【支川（芥川等）】

★リエゾンの派遣

現地確認及びパトロールの実施

★警戒レベル５緊急安全確保[土砂災害]発令

★列車運行計画プレス（計画運休・一部運休情報ほか）

★列車運行計画プレス（計画運休）

浸水の危険性があるガバナの事前停止

水防団（出動）非常監視・警戒・河川堤防巡視 ★水防工法実施を河川管理者・高槻市へ報告水防団（出動）準備

防災体制（2号）

対策本部の設置

対策本部の設置

水防団出動

★水防警報（出動）発表【支川（芥川等）】

破損緊急対応

水防団幹部への情報提供

通行止現場待機

★被災箇所の報告

リエゾンの派遣検討／近畿地方整備局

ガス停止顧客の緊急対応

警戒体制

★通行規制に伴う関係機関連絡

安全対策措置の実施

旅客案内（運行情報・振替輸送 ほか）

要配慮者利用施設へ情報伝達(警戒レベル5緊急安全確保[土砂災害]) 医療対策部本部・救護対策本部・市災害医療センター(保健センター) 機能を本庁内に移転

消防団への出動要請[水防業務・土砂災害]

★ホットラインの実施（氾濫警戒情報を発表した時） ★ホットラインの実施（氾濫危険情報を発表した時）

★洪水予報（氾濫警戒情報）発表【安威川】

★水位到達情報（氾濫警戒情報）【支川（芥川等）】

★洪水予報（氾濫危険情報）発表【安威川】

★水位到達情報（氾濫危険情報）【支川（芥川等）】

巡視による情報収集水防団活動状況の把握

水防工法の実施

異常時想定での各種用品最終確認・配置確認（非常照明・備蓄品 ほか）

★必要に応じて避難所への特設公衆電話の設置 ★災害用伝言ダイヤル171の開設

被災状況の把握 応急復旧の実施 必要に応じて災害用通信機器の出動 中継装置のルート切替（自動） 予備電源への切替（自動）

移動電源車の配備

★被災状況の情報発信

高槻維持出張所に大阪国道事務所の職員派遣

樫田・川久保区域の断水に伴う応急給水の実施

警戒レベル5 緊急安全確保（土砂災害）発令

支川(芥川等)［水位級上昇］

激しい雨

土砂災害の発生淀川［やや水位上昇（水防団待機期水位）］ 支川(芥川等)［氾濫注意水位］

激しい雨

淀川［やや水位上昇］ 支川(芥川等)［避難判断水位］

激しい雨

淀川［やや水位上昇］ 支川(芥川等)［氾濫危険水位］

激しい雨

淀川［やや水位上昇］土砂災害の発生

土砂災害の発生

★一部区間運休・計画運休

所管施設(浸水想定区域内)の閉鎖及び職員の退避等安全確保の実施

防災行動内容防災体制 防災行動内容（以後継続） ★重要情報（共有・確認事項）凡例：

通報・問い合わせ対応 HP等広報掲載の準備・掲載

★道路通行規制の実施

緊急業者の手配

被災箇所の緊急措置 応急対策の実施

道路維持業者及び職員、通行止準備

下水道施設・設備点検 運転状況等・燃料残量 パトロール・浸水防止の緊急措置 応急復旧依頼業者との連絡体制の確認 排水ポンプ車の要請準備 来訪者等の避難誘導 一般開放部の臨時休園措置

★停電状況の情報発信 被害状況の調査（現場巡視・設備被害状況の把握） 公衆保安箇所の仮設置 復旧計画の策定 重要施設の停電復旧（作業可能箇所） 応援の効果的投入

避難誘導 交通整理 地域パトロールの実施

★一部区間運休・計画運休

土砂災害の発生
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淀川広域避難（大規模水害・土砂災害）多機関連携型タイムライン　4/5　（支川（芥川等）氾濫の発生直後から淀川氾濫の発災直前）

時間軸

被害の状況

【気象庁】大雨特別警報（浸水害・土砂災害）発表 【国土交通省】水害リスクライン（淀川　黄） 【国土交通省】水害リスクライン（淀川　赤）

避難情報の発令状況等

防災気象情報　降雨・河川の状況等

ライフライン

事業者

西日本電信電話㈱

関西支店

関西電力送配電㈱

大阪北本部高槻配電営業所

大阪ガスネットワーク㈱

北東部事業部

内水排除

大阪府

北部流域下水道事務所

神安土地改良区

警察
大阪府

高槻警察署

交通機関

（鉄道）

西日本旅客鉄道㈱

高槻駅

阪急電鉄㈱

高槻市駅

河川・道路管理者

（現場）

大阪府茨木土木事務所

（河川管理・道路管理現場）

道路管理者

(現場)

大阪国道事務所

防災情報課・管理二課

水防管理団体 淀川右岸水防事務組合

高槻市

河川管理者

（本部）

淀川河川事務所・

淀川ダム統合管理事務所

大阪府

茨木土木事務所

河川管理者

（現場）

淀川河川事務所

高槻出張所

 【応急対応期①】支川氾濫の発生直後から淀川氾濫の発災直前（0時間から6時間）ごろ

淀川堤体被害（漏水・洗堀等）　鉄道駅周辺への浸水の到達　変電所構内冠水（3箇所）・停電の拡大（約7万口）　道路冠水・浸食　土砂堆積　車両滞留　処理場及びポンプ場の浸水・処理機能の停止　水路内土砂堆積による排水不良　農地冠水　家屋浸水

通信ビルの浸水・停電による機器の機能停止・通信不良（通信）　マンション冠水による電気設備漏電及び停電（約5,000口）　整圧器（地区ガバナ）浸水による広域的なガス供給停止

　警戒レベル５　緊急安全確保（支川（芥川等））発令　　　警戒レベル５　緊急安全確保（土砂災害）継続

【国土交通省】水害リスクライン（淀川　紫）

水防工法（土のう積み等）の実施★府・市への防災活動協力

府に応援要請

予備電源への切替（自動）

協力会社の要員・資機材の確保

大冠浄水場閉鎖と市南部断水を最終決定及び職員退避

大阪府下消防本部への応援要請の実施 消防ヘリの要請

★洪水予報（氾濫注意情報）発表【淀川】／淀川ダム統管

洪水時巡視の要員確保

★府・市への情報提供

一時避難誘導案内（JR利用者（駅構内滞留））

中継装置のルート切替（自動）

列車ホテル等手配

停電情報の把握（事務所内） 停電情報の把握（事務所内）

第二警戒体制

第一警戒体制

安全確保（支川（安威川・芥川等））

警戒体制（A＋B体制）

防災体制（3号）

非常体制

★水防警報（準備・出勤）発表【淀川】

【浸水解消後】現地確認およびパトロールの実施

防災行政無線等による市民への周知(警戒レベル5緊急安全確保[支川(芥川等)])

浸水区域外で通行止め実施

★洪水予報（氾濫警戒情報）発表【淀川】／淀川ダム統管 ★洪水予報（氾濫危険情報）発表【淀川】／淀川ダム統管

★水防警報（待機）発表【淀川】

救出救助

パトロールの実施

第一警戒体制

★警戒レベル5緊急安全確保（支川（芥川等））発令 府に自衛隊の派遣要請の実施 災害対応現地情報連絡員(リエゾン)の派遣要請

要配慮者利用施設へ情報伝達(警戒レベル5緊急安全確保[支川(芥川等)])

★ホットラインの実施

★洪水予報（氾濫発生情報）発表【安威川】★水位到達情報（氾濫発生情報）【芥川等】

第二警戒体制

災害対策本部設置 第2警戒配備

応急復旧の実施

移動電源車の配備

被災状況の情報発信

★必要に応じて避難所への特設公衆電話の設置

復旧計画の検討 復旧計画の検討電力所との情報共有・連携

水位・雨量土砂災害危険度の監視

道路通行規制の実施

★支川（芥川）等の決壊を河川管理者および高槻市へ報告

★帰宅困難者対応（JR利用者（高槻市との連携) )

土

支川(芥川等)［決壊］

強い雨

淀川［水位級上昇］

土

支川(芥川等)［決壊］

強い雨

淀川［氾濫注意水位］

土

支川(芥川等)［決壊］

強い雨

淀川［避難判断水位］

土

支川(芥川等)［決壊］

強い雨

淀川［氾濫危険水位］土砂災害の発生 土砂災害の発生

土砂災害の発生 土砂災害の発生

水害協WEB会議（担当者クラス）

★水害協WEB会議（首長クラス）

浸水区域情報収集[支川(芥川等)] 支川(芥川等)の氾濫に係る避難行動要支援者(災害時要援護者の安否確認)

救護所及び歯科救護所の開設 市災害医療センターでの患者受入調整

所管施設の被害状況の確認、応急対応の実施

防災行動内容防災体制 防災行動内容（以後継続） ★重要情報（共有・確認事項）凡例：

安全確保・情報収集

備蓄品等配布

【浸水解消後】処理場等管理棟の安全性の確認

被災箇所の緊急措置 応急対策の実施破堤箇所の緊急措置

通報・問い合わせ対応 HP等広報掲載の準備・掲載

洪水時巡視実施 状況により出動

緊急業者の手配

安全対策措置の実施

被災状況の把握



23 

 

 

淀川広域避難（大規模水害・土砂災害）多機関連携型タイムライン　5/5　（淀川氾濫の発生直後から24時間後）

時間軸  【応急対応期②】淀川氾濫の発生直後から24時間後（6時間から24時間）ごろ

　警戒レベル５　緊急安全確保（淀川）発令　　　警戒レベル５　緊急安全確保（支川（芥川等））継続　　　警戒レベル５　緊急安全確保（土砂災害）継続

堤防決壊・洪水氾濫発生（淀川）　　変電所構内冠水（5箇所）・停電の拡大（約10万口）

【国土交通省】水害リスクライン（淀川　黒）

被害の状況

避難情報の発令状況等

防災気象情報　降雨・河川の状況等

河川管理者

（現場）

淀川河川事務所

高槻出張所

河川・道路管理者

（現場）

大阪府茨木土木事務所

（河川管理・道路管理現場）

道路管理者

(現場)

大阪国道事務所

防災情報課・管理二課

高槻市

河川管理者

（本部）

淀川河川事務所・

淀川ダム統合管理事務所

大阪府

茨木土木事務所

交通機関

（鉄道）

西日本旅客鉄道㈱

高槻駅

阪急電鉄㈱

高槻市駅

ライフライン

事業者

西日本電信電話㈱

関西支店

関西電力送配電㈱

大阪北本部高槻配電営業所

大阪ガスネットワーク㈱

北東部事業部

水防管理団体 淀川右岸水防事務組合

内水排除

大阪府

北部流域下水道事務所

神安土地改良区

警察
大阪府

高槻警察署

要配慮者利用施設へ情報伝達(警戒レベル5緊急安全確保[淀川])

★警戒レベル５緊急安全確保（淀川）発令

★記者発表（周知・広報）★洪水予報（氾濫発生情報）発表【淀川】／淀川統管

退避 応急復旧の実施に向けた準備

交通規制（緊急交通路の確保等）

非常体制

他ガス事業者へ応援要請

非常体制

安全確保（淀川・支川）

防災行政無線等による市民への周知(警戒レベル5緊急安全確保[淀川])

被災情報の収集

浸水区域外で通行止め実施

【浸水解消後】現地確認およびパトロールの実施

★テックフォースの派遣要請

災害時応援協定等(行政・民間)への応援要請

被災者支援体制の準備・開始

復興対策本部の設置検討

がれき及び粗大ごみの受入準備

北部総合防災拠点(古曽部防災公園)の開設及び支援物資の受入れ

罹災証明書受付及び現地調査等の開始

医療ボランティアの受け入れ

高槻市災害ボランティアセンターの設置の要請二次避難所の被害状況の把握及び開設準備

市南部の断水に伴う応急給水の実施

★ホットラインの実施

★テックフォースの派遣（排水ポンプ車等） 復旧計画の検討

被災状況の調査 状況により応急仮復旧実施

検視等身元確認★警察災害派遣隊の要請

被災状況の把握 応急復旧の実施

移動電源車の配備

被災状況の情報発信

★必要に応じて避難所への特設公衆電話の設置

安全確保後、復旧対応

淀川の氾濫に係る避難行動要支援者(災害時要援護者)の安否確認

通報・問い合わせ対応

道路通行規制の実施

★淀川の決壊を河川管理者および高槻市へ報告

処理場等内の浸水深や土砂堆積状況・漂流物による被害状況の確認

予備電源への切替（自動）

停電情報の把握（事務所内）

土

支川(芥川等)［決壊］

強い雨

淀川［決壊］ 土砂災害の発生

浸水区域情報収集[淀川]

緊急業者の手配

応急対策の実施破堤箇所の緊急措置

安全確保・情報収集

処理場等内の堆積土砂や漂流物の撤去依頼

被災地の警戒・防犯・取り締まり

中継装置のルート切替（自動）

復旧計画の検討

電力所との情報共有・連携

防災行動内容防災体制 防災行動内容（以後継続） ★重要情報（共有・確認事項）凡例：

水位・雨量土砂災害危険度の監視 HP等広報掲載の準備・掲載

【浸水解消後】処理場等管理棟の安全性の確認
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2. 庁内連携型タイムライン 

(1) 対象対策部（グループ）及び対応の整理 

高槻市の災害対策本部各対策部（グループ）の防災行動を取りまとめた「庁内連携型タイ

ムライン」では、16の対策部（グループ）を対象とます。また、各対策部（グループ）にお

ける主な防災行動を表 3.3に示します。 

表 3.3 庁内連型携タイムライン対象対策部（グループ）一覧・主な防災行動 

対策部（G） 主な防災行動 

本部事務局 統括 G 
災害対策（警戒）本部の運営、関係機関との連
絡調整、応援要請、避難情報の発令、報道機関
や市民への情報提供、災害広報の実施 

本部事務局 機動 G 
広報車等による広報活動、避難者バス輸送体
制の確保（避難者誘導の調整・庁内受援要請） 

本部事務局 職員配備 G 
職員の被災状況及び安否情報の収集、避難者
バス輸送体制の確保（庁内受援調整）、庁外受
援の実施 

本部事務局 方面 G 
避難場所の開設、第二方面隊の運用、避難場
所の情報集約、避難者名簿の作成 

本部事務局 ICT基盤維持・復旧 G 罹災証明書の発行システム支援 

復旧部 
土のう配布、道路等の浸水区間の通行止め、
緊急交通路の確保、淀川右岸水防事務組合と
の情報共有 

市民生活対策部 
コミュニティ市民会議への情報伝達、がれき
及び粗大ごみ等の受け入れ、被災者支援セン
ターの設置調整 

物資支援対策部 
避難場所への食料等の配送、北部総合防災拠
点の開設等 

被害調査部 
家屋等の被害状況の情報収集及び現地調査、
罹災証明書の交付 

民生・要配慮者対策部 
要配慮者利用施設へ避難情報の連絡、要援護
者の避難支援、災害ボランティアセンターの
設置要請 

医療対策部 
三師会・救護対策本部等との連絡・調整、保健
所機能の移転 

輸送部 
避難者バス輸送体制の確保、路線バス営業の
調整、バス車両の退避 

給水部 
水道施設の応急復旧、応急給水の実施、大冠
浄水場の閉鎖 

消火・救助部 
消防団との連絡・調整、消防・救助・救急活動
の実施 

教育・子ども対策部 
学校・保育施設等の休校措置、児童生徒・園
児・幼児の安否確認 

市議会事務局 市議会議員安否確認、情報伝達 

 

(2) 淀川広域避難（大規模水害・土砂災害）庁内連携型タイムライン 

庁内連携型タイムラインを次ページ以降に示します。 
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淀川広域避難（大規模水害・土砂災害）庁内連携型タイムライン　1/5　（支川（芥川等）の氾濫発生5日前から2日前ごろ）

時間軸

市発表情報

防災気象情報　降雨・河川の状況

【気象庁】台風情報発表（5日前予報）

【情報収集期】支川氾濫の5日前から3日前（‐120時間から‐72時間）ごろ

大規模・土砂災害のおそれ発表

【気象庁】大雨注意報、洪水注意報、強風注意報発表

【災害準備期】支川氾濫の3日前から2日前（‐48時間から‐72時間）ごろ

 市議会事務局

 本部事務局 職員配備G

【気象庁・国土交通省】特別警報級の台風の接近のおそれに

　　　　　　　　　　　関する呼びかけ

 本部事務局 統括G

【気象庁】早期注意情報（警報級の可能性）発表

 本部事務局 ICT基盤維持・復旧G

 被害調査部

 民生・要配慮者対策部

 医療対策部

 輸送部

 給水部

 本部事務局 機動G

 本部事務局 方面G

 復旧部

 市民生活対策部

 物資支援対策部

 消火・救助部

 教育・子ども対策部

協定締結企業への連絡

消防本部警戒体制（当務員警戒）の発令

広報車による広報活動（避難所開設、早期避難のお知らせ[大規模水害・土砂災害]）

★災害時の勤務の取扱い等の周知

避難者バス輸送体制の確保（運行計画調整）

市議会議員への災害対策本部会議の内容報告（避難所開設、早期避難のお知らせ[大規模水害・土砂災害])

★災害警戒本部の設置

★
職
員
の
連
絡
体
制
の
確
保

★
災
害
対
応
資
機
材
等
の
準
備
確
認

HPの災害用トップページバナーの設置

★
所
管
施
設
の
臨
時
休
館
等
の
見
込
み
の
検
討
及
び
案
内

★
通
常
業
務
の
調
整
や
中
止
の
見
込
み
の
検
討
及
び
案
内

★防災行政無線等による市民への周知（避難所開設、早期避難のお知らせ[大規模水害・土砂災害]）

公用車の給油非常用発電設備等の燃料の確認

災害用資機材の確認 災害雨水ポンプ場・排水機場の配備体制の確認用資機材の確認

コミュニティ管理運営委員会へ避難所開設の情報提供

コミュニティ市民会議へ情報伝達（避難所開設、早期避難のお知らせ[大規模水害・土砂災害]）

★避難者バス輸送体制の確保（避難者誘導の調整・庁内受援要請）

★指定緊急避難場所[大規模水害・土砂災害対応]の開設 追加要員・交代要員の検討（第二方面隊）

パトロール、所管施設点検・養生所管工事現場等への注意喚起や中止の検討

要配慮者利用施設へ情報伝達（避難所開設、早期避難のお知らせ[大規模水害・土砂災害]）

要援護者の避難支援の対象地域等の検討

給水部対策本部の設置 樫田・川久保地域の断水の恐れを府に報告公用車・エンジンポンプへの給油

特別警備本部の設置

特別警備体制の発令

所管施設（指定避難所となる小中学校・公民館）の臨時休館措置 民間保育施設への災害情報の提供

学童・保育施設の開所調整

台風説明会（気象台）への参加・情報共有

HP、SNS（X、LINE）等による市民への緊急災害情報等の周知

職員参集に備えた公共交通機関の運行状況等の把握

土のうの配布

河川、水路、ため池、アンダーパス等のパトロールの実施／高所カメラ等による被害状況の把握

★災害対策本部会議の開催

河川管理者と情報共有・助言の要請

HPにおける通常営業の中止や施設の休館等の管理

HP、SNS（X、LINE）等によるライフライン関係途絶のおそれに関する市民への周知

★職員参集状況の集約

方面隊各地区の情報収集

雨水ポンプ場・排水機場の運転管理者との稼働状況等の連絡調整

各避難所からの食糧・物資等の要求集約

関係団体等の状況確認 福祉サービスの確保のため社会福祉施設への緊急一時入所等の調整

三師会、市災害医療センター（指定5病院）との連絡調整

路線バス営業の運休準備・広報

樫田・川久保地域に対し断水の恐れに係る水備蓄広報の実施

議員からの問い合わせ事項（被災情報、要望等）についての集約及び災害対策本部への伝達

要配慮者利用施設へ情報伝達（避難所開設、早期避難のお知らせ[大規模水害・土砂災害]）

要配慮者利用施設へ情報伝達（避難所開設、早期避難のお知らせ[大規模水害・土砂災害]）

淀川［平常水位］ 支川(芥川等)［平常水位］

弱い雨

淀川［平常水位］ 支川(芥川等)［平常水位］

弱い雨

淀川［平常水位］ 支川(芥川等)［平常水位］

やや強い雨

淀川［平常水位］ 支川(芥川等)［平常水位］

やや強い雨

防災行動内容防災体制 防災行動内容（以後継続） ★重要情報（共有・確認事項）凡例：

学童・保育施設の開所調整

府に災害体制、被害状況等の報告

各避難所への食糧・物資等の配送

★
広
域
避
難
対
応
（
大
規
模
水
害
・
土
砂
災
害
）
の
準
備
検
討

災
害
対
策
本
部

第
１
次
防
災
体
制

★災害対策本部の設置 府に避難所状況の報告

報道対応の実施

HPを災害モードに切り替え

★避難者バス輸送体制の確保（庁内受援調整）

各避難場所での食料・物資等の状況確認避難者数等の情報集約

高槻市社会福祉協議会と情報共有

市議会議員との連絡調整

警
戒
体
制

★災害警戒本部会議の開催

★
気
象
情
報
・
水
位
情
報
等
の
収
集
共
有

★
所
管
施
設
の
暴
風
・
浸
水
対
策
及
び
注
意
喚
起
の
実
施
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 淀川広域避難（大規模水害・土砂災害）庁内連携型タイムライン　2/5　（支川（芥川等）の氾濫発生2日前から1日前ごろ）

時間軸

市発表情報

防災気象情報　降雨・河川の状況

 被害調査部

 民生・要配慮者対策部

 【災害警戒期①】支川氾濫の2日前から１日前（‐48時間から‐24時間）ごろ

【気象庁】　　大雨警報（浸水害・土砂災害）、洪水警報、

　　　　　　　暴風警報発表

【気象庁】キキクル（土砂災害危険度　紫）【気象庁】キキクル（土砂災害危険度　赤） 【気象庁・大阪府】土砂災害警戒情報発表

 本部事務局 統括G

 本部事務局 職員配備G

 本部事務局 機動G

 本部事務局 方面G

 復旧部

 市民生活対策部

 物資支援対策部

 医療対策部

 輸送部

 給水部

 消火・救助部

 教育・子ども対策部

 市議会事務局

　警戒レベル４　避難指示（大規模水害・土砂災害）発令

 本部事務局 ICT基盤維持・復旧G

★防災行政無線等による市民への周知（警戒レベル4避難指示[大規模水害・土砂災害])

非常用発電設備の点検及び給油体制の調整

市議会議員への災害対策本部会議の内容報告（警戒レベル4避難指示[大規模水害・土砂災害]）

★
広
域
避
難
対
応
（
大
規
模
水
害
・
土
砂
災
害
）
の
実
施

エネルギーセンターにおける一般利用者の受入れ停止 唐崎し尿処理施設閉鎖を島本町に連絡 塵芥収集車、重機車両等の高所への移動

葬祭センター、公園墓地利用者の避難誘導 葬祭センター利用予約者に施設閉鎖の連絡 葬祭センター、公園墓地職員の退避（本庁へ）公園墓地の臨時休園

各方面隊基地へ職員の派遣 高槻市社会福祉協議会災害対策員会と方針の決定 要配慮者利用施設へ情報伝達（警戒レベル4避難指示[大規模水害・土砂災害]）

★医療対策部本部・救護対策本部・市災害医療センター（保健センター）機能を本庁内への移転調整

市南部断水の恐れを府に報告 日水協に被害予測を報告 車両、資機材（復旧・給水）、備蓄水等の避難開始市北部水道施設に避難 樫田・川久保浄水場の停電に備え小型発電機の配備

保護者へ一斉メール配信 保護者へ学童・公立保育施設の休室・閉園の周知

民間保育施設等の閉園状況等の情報収集要配慮者利用施設へ情報伝達（警戒レベル4避難指示[大規模水害・土砂災害]）

広報車による広報活動（警戒レベル4避難指示[大規模水害・土砂災害]）

避難者バス輸送の実施（庁内受援調整）

避難者バス輸送の実施（避難者誘導の調整）

追加要員・交代要員の配備（第二方面隊）

浸水箇所（内水）の現地確認、応急対応

罹災証明書発行方針の検討

要援護者の避難支援の実施

★避難者バス輸送の開始

★大冠浄水場閉鎖及び市南部断水に向けた準備の実施

消防本部水害版BCPの確認

市教委・関係機関・中学校区内での情報共有

要配慮者利用施設へ情報伝達（警戒レベル4避難指示[大規模水害・土砂災害]）

淀川［平常水位］ 支川(芥川等)［やや水位上昇］

激しい雨

淀川［平常水位］ 支川(芥川等)［やや水位上昇］

激しい雨

淀川［平常水位］ 支川(芥川等)［やや水位上昇］

激しい雨

淀川［平常水位］ 支川(芥川等)［やや水位上昇］

激しい雨

★
所
管
施
設
の
臨
時
休
館
等
の
実
施
及
び
案
内
、
来
庁
者
の
安
全
確
保

★
通
常
業
務
の
調
整
や
中
止
及
び
案
内

★
所
管
施
設
（
浸
水
想
定
区
域
内
）
の
重
要
物
品
や
公
用
車
等
の
移
動

各地区コミュニティへの支援

コミュニティ市民会議へ情報伝達（警戒レベル4避難指示[大規模水害・土砂災害])

災
害
対
策
本
部

第
２
次
防
災
体
制

★庁内受援の見込み等の情報収集の実施

冠水区間等（内水）の通行止め措置

罹災証明書の決裁の準備 罹災証明書に関するホームページの準備

要援護者の被災状況及び福祉ニーズ等の把握、情報の提供等実施 避難所における生活環境の調整

★路線バス営業の運休

★樫田・川久保地域及び市南部断水の係る広報調整、実施

消防団の出動に係る確認・調整及び要請 消防団による巡回広報等の要請
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淀川広域避難（大規模水害・土砂災害）多機関連携型タイムライン　3/5　（支川（芥川等）氾濫の1日前から発災直前）

時間軸

市発表情報

防災気象情報　降雨・河川の状況

 民生・要配慮者対策部

 物資支援対策部

 被害調査部

 本部事務局 統括G

 【災害警戒期②】支川氾濫の1日前から発災直前（‐24時間から0時間）ごろ

　警戒レベル４　避難指示（大規模水害・土砂災害）継続

【大阪府】災害モード宣言【気象庁】キキクル（土砂災害危険度 黒）

 本部事務局 方面G

 復旧部

 市民生活対策部

 本部事務局 職員配備G

 本部事務局 機動G

 市議会事務局

 医療対策部

 輸送部

 本部事務局 ICT基盤維持・復旧G

 給水部

 消火・救助部

 教育・子ども対策部

★
所
管
施
設
（
浸
水
想
定
区
域
内
）
の
閉
鎖
及
び
職
員
の
退
避
等
安
全
確
保
の
実
施

唐崎クリーンセンターの閉鎖及びし尿収集車の搬入停止及び入口バリケード設置、尿処理設備の緊急停止 淀川水位の目視による監視（エネルギーセンターのみ）

所管施設の被害への応急対応（シャッター、扉等の閉止・シートによる防水対策強化、浸水の排水対応、施設被害最小化への機器操作）

避難所開設状況に基づく塵芥収集委託事業者との収集計画の調整

★医療対策部本部・救護対策本部・市災害医療センター（保健センター）機能を本庁内に移転

バス車両等の退避

浸水想定区域内配置車両等の移動等に必要な準備

浸水想定区域内の所員の退避先の検討

消防団への出動要請（水防業務・土砂災害）

緊急退避命令を考慮（浸水想定区域内の署所）

職員の非常招集

退避命令を考慮（大冠分署・富田分署・三箇牧出張所・五領出張所）

浸水想定区域内の所管施設の閉鎖及び来庁者等の安全確保

要配慮者利用施設へ情報伝達（警戒レベル5緊急安全確保[土砂災害]）

市議会議員の安否確認

★防災行政無線等による市民への周知（警戒レベル5緊急安全確保[土砂災害]）

コミュニティ市民会議へ情報伝達（警戒レベル5緊急安全確保[土砂災害]）

水防活動の支援[支川（芥川等）]

エネルギーセンターの閉鎖及びごみ搬入停止（入口門閉、出口門閉）、焼却炉緊急停止処置

要配慮者利用施設へ情報伝達（警戒レベル5緊急安全確保[土砂災害]）

要配慮者利用施設へ情報伝達（警戒レベル5緊急安全確保[土砂災害])

避難者バス輸送の完了

大冠浄水場の運転監視機能停止に備え、一部職員及び資機材を清水・奈佐原受水場へ移動

部隊の増強の実施

施設内の土砂災害発生想定箇所からの退避

市議会議員への災害対策本部会議の内容報告（警戒レベル5緊急安全確保[土砂災害]）

土砂災害発生箇所の現地確認、通行止め措置

罹災証明書の発行システム準備

主要な水管橋の点検準備

土砂災害に対する消防・救助・救急活動の実施

警戒レベル5 緊急安全確保（土砂災害）発令

支川(芥川等)［水位級上昇］

激しい雨 土砂災害の発生

淀川［やや水位上昇（水防団待機期水位）］ 支川(芥川等)［氾濫注意水位］

激しい雨

淀川［やや水位上昇］ 支川(芥川等)［避難判断水位］

激しい雨

淀川［やや水位上昇］ 支川(芥川等)［氾濫危険水位］

激しい雨

淀川［やや水位上昇］土砂災害の発生 土砂災害の発生 土砂災害の発生

防災行動内容防災体制 防災行動内容（以後継続） ★重要情報（共有・確認事項）凡例：

現地対応職員の退避（避難情報発令区域内）

罹災証明書の発行システム準備支援

樫田・川久保区域の断水に伴う応急給水の実施

大冠浄水場の施設閉鎖に向けた準備一部実施（減圧弁全閉・直送弁全閉） 大冠浄水場での遠隔監視不可に備え、清水系・奈佐原系の集中監視開始

避難広報の実施
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淀川広域避難（大規模水害・土砂災害）多機関連携型タイムライン 4/5 （支川（芥川等）氾濫の発生直後から淀川氾濫の発災直前）

時間軸

市発表情報

防災気象情報　降雨・河川の状況

 本部事務局 統括G

 民生・要配慮者対策部

 本部事務局 職員配備G

 本部事務局 機動G

 本部事務局 方面G

 復旧部

 市民生活対策部

 物資支援対策部

 被害調査部

 本部事務局 ICT基盤維持・復旧G

 輸送部

 消火・救助部

 給水部

【国土交通省】水害リスクライン（淀川　紫）

 教育・子ども対策部

 市議会事務局

 医療対策部

 【応急対応期①】支川氾濫の発生直後から淀川氾濫の発災直前（0時間から6時間）ごろ

警戒レベル５　緊急安全確保（支川（芥川等））発令　　　警戒レベル５　緊急安全確保（土砂災害）継続

【国土交通省】水害リスクライン（淀川　黄） 【国土交通省】水害リスクライン（淀川　赤）【気象庁】大雨特別警報（浸水害・土砂災害）発表

★防災行政無線等による市民への周知（警戒レベル5緊急安全確保[支川（芥川等）]）

コミュニティ市民会議へ情報伝達（警戒レベル5緊急安全確保[支川（芥川等）]）

水防活動の支援[淀川]

エネルギーセンター及び唐崎クリーンセンターに係る許可業者委託業者の状況収集把握

★淀川の避難判断水位到達時に大冠浄水場閉鎖と市南部断水を最終決定及び職員退避

大阪府下消防本部への応援要請の実施

要配慮者利用施設へ情報伝達（警戒レベル5緊急安全確保[支川（芥川等）]）

市議会議員への災害対策本部会議の内容報告（警戒レベル5緊急安全確保[支川（芥川等）]）

罹災証明書発行方針の決定

★
職
員
の
安
否
確
認
の
実
施

所
管
施
設
の
被
害
状
況
の
確
認
、
応
急
対
応
の
実
施

府に自衛隊の派遣要請の実施府に応援要請

災害救助法の適用調整 被災者生活再建支援法の適用調整

災害対応現地情報連絡員（リエゾン）の派遣要請

市民からの相談等の受付体制の整備

罹災証明書に関するホームページの公開

要配慮者利用施設へ情報伝達（警戒レベル5緊急安全確保[支川（芥川等）]）

要配慮者利用施設へ情報伝達（警戒レベル5緊急安全確保[支川（芥川等）]）

大冠浄水場の閉鎖措置（自己水停止、企業団受水弁全閉、排水ポンプ停止、自家発電設備停止、電路遮断）

災害状況及び参集状況に応じた予備車両等の再配置 緊急消防援助隊への応援要請の実施

消防ヘリの要請

市議会議員の安否確認

記者会見等の積極的な報道対応の実施

庁内受援の調整実施

避難者カードの作成

浸水区域情報収集[支川（芥川等）]

現地調査等の資機材の確認・準備

支川（芥川等）の氾濫に係る避難行動要支援者（災害時要援護者）の安否確認

水道部庁舎及び大冠浄水場における排水ポンプによる排水実施

民間保育施設の被害等の情報収集

議長及び副議長への連絡調整（議会への登庁及び「高槻市災害時等初動及び平常時等における行動マニュアル」に沿った対応の依頼)

土

支川(芥川等)［決壊］

強い雨

淀川［水位級上昇］

土

支川(芥川等)［決壊］

強い雨

淀川［氾濫注意水位］

土

支川(芥川等)［決壊］

強い雨

淀川［避難判断水位］

土

支川(芥川等)［決壊］

強い雨

淀川［氾濫危険水位］土砂災害の発生 土砂災害の発生 土砂災害の発生 土砂災害の発生

防災行動内容防災体制 防災行動内容（以後継続） ★重要情報（共有・確認事項）凡例：

避難者名簿の作成

浸水区域外にて通行止め措置（主要幹線道路）

現地調査等の資機材の確認・準備

市災害医療センターでの患者受入調整 特殊医療の実施 保健衛生活動の実施

救護所及び歯科救護所の開設 現地医療活動の支援 関係機関への医薬品等の補充等、応援要請
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淀川広域避難（大規模水害・土砂災害）多機関連携型タイムライン　5/5　（淀川氾濫の発生直後から24時間後）

時間軸

市発表情報

防災気象情報　降雨・河川の状況

 市民生活対策部

 物資支援対策部

 被害調査部

 医療対策部

 本部事務局 職員配備G

 本部事務局 機動G

 本部事務局 方面G

 復旧部

 本部事務局 統括G

 民生・要配慮者対策部

 輸送部

 給水部

 消火・救助部

 教育・子ども対策部

 市議会事務局

　警戒レベル５　緊急安全確保（淀川）発令　　　警戒レベル５　緊急安全確保（支川（芥川等））継続　　　警戒レベル５　緊急安全確保（土砂災害）継続

【国土交通省】水害リスクライン（淀川　黒）

 本部事務局 ICT基盤維持・復旧G

 【応急対応期②】淀川氾濫の発生直後から24時間後（6時間から24時間）ごろ

浸水区域外の現地確認・応急対応

南部総合防災拠点（芝生）の被害状況の確認

所管事業所等の被害状況の把握

芝生営業所管等の被害状況の確認

主要な水管橋の点検の実施

長期化に備えた交代要員の準備

児童生徒・園児・幼児の安否確認

復興対策本部の設置検討

災害時応援協定等（行政・民間）への応援要請被災情報の収集

被災者のための専門相談に関する準備

被災者支援窓口（センター）の設置・運営に関する準備

他自治体への応援要請等、外部受援の調整職員の食糧・飲料水の配布

職員の安否状況の集約

緊急交通路の確保

協定締結企業への支援要請 各所管課での応急対応の実施

がれき及び粗大ごみの受入準備

避難所開設状況等に基づく塵芥収集委託事業者への収集指示 災害ごみ等に関する相互支援協定等に基づき支援要請（行政・民間）

防災拠点の被害状況等の確認（総合防災拠点以外）

★北部総合防災拠点（古曽部防災公園）の開設及び支援物資の受入れ

防災拠点を受援状況に応じて開設（総合防災拠点以外）

高槻市災害ボランティアセンターの設置の要請二次避難所の被害状況の把握及び開設準備

医療ボランティアの受入れ

避難所での保健師等による巡回

バス路線の道路状況の確認 路線バス営業の運行再開の検討

市南部断水の係る広報の実施 市南部の断水に伴う応急給水の実施日水協に応援要請の実施

ドローン、バイク隊による被害状況の確認

小中学校の再開可否の判断

代替保育の検討民間保育施設の再開見通しの確認

罹災証明書受付及び現地調査等の開始

開設避難所の巡回

開設避難所の状況確認及び集約の調整検討

★防災行政無線等による市民への周知（警戒レベル5緊急安全確保[淀川]）

コミュニティ市民会議へ情報伝達（警戒レベル5緊急安全確保[淀川]）

要配慮者利用施設へ情報伝達（警戒レベル5緊急安全確保[淀川]）

市議会議員の安否確認

テックフォースの派遣要請

市議会議員への災害対策本部会議の内容報告（警戒レベル5緊急安全確保[淀川]）

消防広域応援隊（緊急消防援助隊・府下消防本部）の受入れ

雨水ポンプ場・排水機場の稼働状況の確認

淀川の氾濫に係る避難行動要支援者（災害時要援護者）の安否確認

大規模水害に対する消防・救助・救急活動の実施

情報収集（浸水区域外は現地確認・応急対応）

要配慮者利用施設へ情報伝達（警戒レベル5緊急安全確保[淀

要配慮者利用施設へ情報伝達（警戒レベル5緊急安全確保[淀川]）

支川(芥川等)［決壊］

強い雨

淀川［決壊］ 土砂災害の発生

防災行動内容防災体制 防災行動内容（以後継続） ★重要情報（共有・確認事項）凡例：

浸水区域情報収集[淀川]

★
被
災
者
支
援
体
制
の
準
備
及
び
実
施

★
所
管
施
設
の
再
開
の
目
途
を
検
討

災害時安否確認対象者（在宅難病患者等）の安否確認
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第4章 淀川広域避難タイムラインの検証と今後の取組方針 

 

1. タイムラインの検証 

タイムラインは、気象条件を設定し、災害シナリオを想定し作成していることから、実災害で

は、そのとおりに事態が進行していくものではなく、突発的な事態にも臨機応変に対応していく

必要があります。また、実災害時には、対応状況を時系列的に記録し、実施された防災行動のタ

イミングが検証できるよう取りまとめ、その後のふりかえりを通じて、継続的にタイムラインの

改善・充実を図ります。 

さらに、実際の災害時に迅速で的確な対応をとれるよう、平時から災害タイムラインを活用し

た図上訓練をはじめとした防災訓練等が重要となります。 

 

 

図 4.1 タイムラインの精度向上に向けた実施フロー 
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2. 今後の取組方針 

水害・土砂災害は、地震等の突発的な災害と比較して、平時からの備えにより、被害の軽減を

図ることができる進行型の災害です。淀川広域避難対応では、膨大な避難者の誘導や受入、これ

に伴う円滑な移動手段の確保をはじめ、各対策部や防災関係機関における対応負荷の増大など、

想定される課題が極めて多岐に及びます。 

多大な対応が求められる淀川広域避難対応においては、気象・水文状況を考慮した迅速かつ円

滑に意思決定を行うことや、そのタイミングの精査に加えて、意思決定がなされた場合に実施す

る対策部や防災関係機関の防災行動の実務的な対応を検討する必要があります。また、市民の安

全な避難の実現のためには、早期・自主的な避難の重要性や市民自身が居住する地区の被災状況

を把握したうえでの適切な避難行動が重要となることを、平時から市民に十分周知・啓発し、理

解を深めていただくことが重要となります。 

淀川広域避難対応時において、「一人の犠牲者も出さない」ために、以下の取組について検討

を進めます。 

 

 取組方針１ 淀川広域避難の実効性を確保  

①淀川の氾濫の見込みや、避難情報の発令判断基準や意思決定の迅速化について検討 

②市民が円滑に広域避難が出来るよう、避難者バス輸送の具体化や、避難誘導及び避難者受入れ

に係る人員体制や応援体制を確保 

③気象情報や河川水位情報をはじめとする防災気象情報や、交通機関、道路・河川施設、ライフ

ライン状況等、様々な防災関係機関との情報共有や連携を強化 

④逃げ遅れた市民が命を守る緊急時の退避施設を確保 

 

 取組方針２ 淀川広域避難に対する市民への周知及び理解促進  

①淀川広域避難対応時における警戒避難体制についてを周知 

②浸水想定区域外及び土砂災害警戒区域外への早期避難を周知 

③市指定避難場所以外への自主的な分散避難への理解を周知 

④緊急車両等の通行確保や、水害時の車両避難の危険性、避難者バス輸送の円滑化を図るため、

車両避難の自粛を周知 

⑤在宅避難者に対する、食料や電源確保等などの備蓄を周知 

 

 取組方針３ 訓練等による自助・共助、公助の連携  

①災害時に、市をはじめ防災関係機関が迅速に広域避難体制を確保し、市民が情報を適切に取得

し、躊躇なく避難行動が取れるよう防災訓練を実施 

 


